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　業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴ 業務の適正を確保するための体制
　当社および当社の子会社から成る企業集団（以下、「グループ」もしくは「グループ会社」と
いう。）の業務の適正を確保するための体制の整備に関する取締役会決議の内容の概要は以下の
とおりであります。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ａ)グループ会社の取締役及び使用人（以下「役職員」という。）の職務の執行が法令及び
定款に適合することを確保するため、グループ共通の「企業理念」を制定し、当社の代
表取締役はこれをグループ会社の役職員に周知し、法令遵守及び、社会倫理の遵守を企
業活動の前提とすることを徹底する。グループ会社の役職員は、組織、業務分掌、職務
権限に関する各規程に従い業務を執行する。

(ｂ)「取締役会規程」をはじめとする社内諸規程を制定し、法令及び定款に定められた事項
並びに経営の基本方針等重要な業務に関する事項の決議を行うとともに、取締役から業
務執行に関し報告を受ける。

(ｃ)役職員の職務執行の適切性を確保するため、当社に社長直轄の監査部を設置し、「内部
監査規程」に基づき内部監査を実施する。また、監査部は必要に応じて会計監査人と情
報交換し、効率的な内部監査を実施する。

(ｄ)当社の総務部をグループコンプライアンスの統括部署として、組織横断的に構成された
コンプライアンス委員会を設置し、役職員に対する教育研修体制を構築するとともに、
食品衛生法・金融商品取引法・会社法等をはじめとする諸法令等に対するグループ全従
業員のコンプライアンス意識を高めるための取組みを実施する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(ａ)取締役会議事録、株主総会議事録、その他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報
に関して、文書管理規程等の社内規程に基づき、文書または電磁的方法により記録を作
成し、適切に保存及び管理を行う。

(ｂ)文書管理部署を各社に設置し、監査役または監査役を補助する使用人の閲覧請求に対し
て、何時でもこれらの文書を閲覧に供する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ａ)当社は、グループのリスクを適切に認識し、損失発生の未然防止に努めるため「リスク
管理規程」を制定する。
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(ｂ)当社の総務部をグループリスク管理の統括部署として、組織横断的に構成されたリスク
管理委員会を設置し、リスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有等に関
する様々な活動を行うと共に、リスク管理研修等の社内啓蒙活動への助言・指導を行
う。

(ｃ)組織横断的リスクのグループ全体の対応は当社の総務部が行い、各部門の所管業務に付
随するリスク管理は当該部門が行う。

(ｄ)グループにおいて重大なリスクが顕在化した時には対策本部を設置し、被害を最小限に
抑制するための適切な措置を講ずる。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ａ)当社は、定時取締役会を毎月１回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、臨時取
締役会を開催するものとし適切な職務執行が行える体制を確保する。

(ｂ)取締役会の意思決定に資するため、取締役会付議事項の事前検討を行うとともに、取締
役会で決定した方針及び計画に基づき、取締役会の指示、意思決定を各役職員に伝達す
る。また、代表取締役社長は取締役会において経営の現状を説明し、各取締役は各部門
の業務執行状況を報告する。

(ｃ)職務権限規程や業務分掌規程等の社内諸規程に基づき、取締役・使用人の職務分担を明
確にし、当該担当業務の執行については決裁制度の見直しを適宜行い、権限委譲を進
め、適正かつ効率的な体制を確保する。

(ｄ)グループにおける法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、当社
に内部通報窓口を設置し、体制の整備を行う。

⑤ グループ会社における業務の適正を確保するための体制
(ａ)当社は、子会社等の経営の自主独立を尊重しつつ、グループ全体の経営の適正かつ効率
的な運営に資するため、グループ会社の管理に関する基本方針及び管理内容を定めたグ
ループ会社管理規程を制定し、グループ全体の業務の適正化及び円滑化並びに経営効率
の向上を図る。また、子会社に対してもこれを遵守させ、企業集団として理念及び統制
環境の統一に努めるものとする。

(ｂ)当社の監査役は必要に応じて、グループ会社の業務状況等を調査する。また、当社の内
部監査担当部門は、当社各部門の内部監査を実施するとともに、グループ会社の監査を
実施または統括し、子会社等が当社に準拠して構築する内部統制及びその適正な運用状
況について監視、指導する。
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(ｃ)グループ会社におけるグループ間取引は、会計原則・税法その他の規範に基づき適正に
行う。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査役の当該使用人に対する
指示の実効性の確保に関する事項
(ａ)監査役が、監査役の職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、常設ないし臨時で
人員を配置する。

(ｂ)監査役の職務を補助する使用人の独立性を確保するため、当該業務を遂行するにあたっ
ては、取締役の指揮命令を受けないものとする。

(ｃ)監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動・人事評価・懲戒処分は、あらかじめ監査
役の承諾を得るものとする。

(ｄ)監査役の職務を補助すべき使用人に任命された職員は、監査役の命を受けた業務および
監査を行う上で必要な補助業務に従事し、必要な情報の収集権限を有するものとする。

⑦ 取締役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告するための体
制、その他の当社監査役への報告に関する体制
(ａ)グループ会社の役職員またはこれらの者から報告を受けた者は、法定の報告事項のみで
はなく、当社に重大な影響を及ぼすと思われる事実を知った場合には、速やかに当社の
監査役に報告しなければならない。

(ｂ)監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、その
他の重要な会議に出席し、意見を述べるとともに、必要に応じて取締役及び使用人に説
明を求めること、必要な書類の閲覧を行うことができる。

(ｃ)グループ会社は、当社監査役へ報告を行ったグループの役職員に対し当該報告を行った
ことを理由として、不利益な取り扱いをしてはならないものとし、適切に運用する。ま
た、内部通報制度においても内部通報をしたことを理由として、いかなる不利益な取り
扱いもしてはならないことを規定し、適切に運用する。内部通報制度の所管部門は、内
部通報制度の運用状況および重要な報告・相談事項について定期的に当社監査役に報告
を行う。

(ｄ)グループ会社の役職員は、いつでも当社監査役の求めに応じて、業務執行に関する事項
の説明を行う。
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⑧ 監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行のために生じる合理的な費用の前払いまたは償還等の請求をしたと
きは、速やかに当該費用または債務を処理するものとする。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ａ)当社の代表取締役、会計監査人および内部監査担当部門は、当社監査役会または監査役
とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。

(ｂ)監査役は、取締役会をはじめ、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等重要な会
議または委員会に出席し、重要な報告を受け、意見を述べることができるものとする。

(ｃ)監査役会は定期的に会計監査人から監査の状況報告を受けることにより、監査環境を整
備し、監査の有効性、効率性を高める。

(ｄ)当社は、当社監査役会が必要に応じて弁護士、公認会計士等の専門家を起用し、監査業
務に関する助言を受ける機会を保証する。

⑩ 反社会的勢力を排除するための体制
グループ会社は、社会正義を貫徹し、顧客、市場、社会からの信頼を勝ち得るべく、反社会

的勢力の不当な介入を許すことなく断固として排除する姿勢を示し、反社会的勢力と一切の関
係を断絶することを基本方針とする。

⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

組織横断的に構成されるコンプライアンス委員会において、コンプライアンスに係るリスク
の洗い出しや改善措置についての検討等を行いました。従業員に対しては、ウェブ会議や動画
配信等を通じての啓蒙、社内掲示物や社内報などを用いて法令遵守への啓発・教育を行うほ
か、監査部にて内部監査計画を定め、内部監査を実施し、その結果を代表取締役及び監査役に
報告しております。また、内部通報窓口についても全従業員に対して周知しており、有効に運
用しております。
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② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書管理規程等の社内規程に基づき取締役会及び重要な会議・委員会の議事録作成を行うと
ともに保存管理の徹底を図っております。記録文書は、取締役、監査役の求めがあれば随時、
閲覧提供しております。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
グループ全体の損失の危険に関して、当社の総務部が中心となり組織横断的にリスクの監視
及び全社的対応を行っております。また、グループ全体の所管業務に付随するリスク管理は随
時当該部門が行っております。また、業務上重要なリスクに関してはリスク管理委員会にて洗
い出しや改善措置等を検討いたしました。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当事業年度は、取締役会を18回開催し、会社の経営に関わる重要事項及び重要規程の改定
について決議し、取締役から職務の執行状況について報告を受けました。なお、取締役会開催
にあたっては、開催日までに議題及び関連資料を配布しております。また、監査役会は20回
開催し、取締役の職務の執行を監査しました。その他の重要事項は社内規程に則り決定し、そ
の内容は翌月の取締役会において取締役及び監査役に報告されています。

⑤ グループ会社における業務の適正を確保するための体制
監査役及び監査部は、年次の監査計画を定めて監査を実施しており、グループ全体の業務の
状況等の把握に努めております。監査部による監査の結果については、代表取締役及び監査役
へ適宜報告する体制が取られている他、当社及び子会社の監査役・監査部で構成されるグルー
プ監査会議が四半期に一度開催されております。グループ会社における内部統制及び各種業務
の運用状況等の監査報告がなされ、制定されたグループ会社管理規程及び各種規程等に基づい
た管理・運営がなされている事を確認しております。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査役の当該使用人に対する
指示の実効性の確保に関する事項
監査役からの求めに応じて、監査役の職務を補助する使用人を常設しております。当該使用

人の選任、解任、異動等には、監査役会の同意を要するものとし、独立性及び監査役会の指示
の実効性確保に努めております。
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⑦ 取締役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告するための体
制、その他の当社監査役への報告に関する体制
監査役は、監査役会、取締役会、その他の重要な会議を通じ、業務執行取締役や部門長等か

ら重要事実の報告を受けています。また、会議の場だけでなく、報告すべき重要事実が生じた
場合には適宜報告を受けるとともに、必要に応じて使用人に対し説明を求め、必要な書類の閲
覧を行っております。また、当該報告を行った者や内部通報を行った者が不当な取り扱いを受
けないことを規定し、社内で周知するとともに適切に運用しています。

⑧ 監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
監査役からその職務の執行について生ずる費用等に関して償還等の請求を受けた際には、速

やかに当該費用を処理しております。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役会には監査役全員が、コンプライアンス委員会やリスク管理委員会等の重要な会議に

は常勤監査役が出席し、業務の執行状況を確認しております。当事業年度においても、開催さ
れた重要な会議にて、課題やリスクについての認識共有を行い、代表取締役及び監査部並びに
会計監査人との定期的な意見交換会を実施し、監査役の視点から適宜問題提起等を行っており
ます。

⑩ 反社会的勢力を排除するための体制
グループ会社は、反社会的勢力への該当の有無を事前に調査し、継続取引先に対しても定期

的に同様の調査を行うなど、反社会的勢力との一切の関係を断絶するという基本方針のもと、
反社会的勢力の排除に向けた取組みを徹底しております。
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( 2022年 8 月 1 日から
2023年 7 月31日まで )

株主資本
その他の包括利益

累　計　額

純資産
合計

資 本 金 資 本
剰 余 金

利 益
剰 余 金 自己株式 株主資本

合　　計
為替換算調

整勘定
退職給付
に係る調
整累計額

その他の
包括利益
累計額
合　計

当 期 首 残 高 1,491,829 1,481,829 3,441,405 △86,841 6,328,222 － 9,068 9,068 6,337,291

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △92,977 △92,977 △92,977
親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益 616,269 616,269 616,269

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額
（ 純 額 ）

33,494 △3,941 29,552 29,552

当 期 変 動 額 合 計 － － 523,291 ― 523,291 33,494 △3,941 29,552 552,844

当 期 末 残 高 1,491,829 1,481,829 3,964,697 △86,841 6,851,514 33,494 5,126 38,621 6,890,135

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

（1）連結の範囲に関する事項
連結子会社の数及び連結子会社の名称

　　①連結子会社の数
　　　４社
　　②連結子会社の名称

株式会社鳥貴族、TORIKIZOKU USA INC.、株式会社TORIKI BURGER、
ダイキチシステム株式会社

　　③連結範囲の変更
当連結会計年度より、ダイキチシステム株式会社の株式を取得したことに伴い、当該会社を連結

の範囲に含めております。また、当連結会計年度より、TORIKIZOKU USA INC.を設立したこと
に伴い当該会社を連結の範囲に含めております。

（2）持分法の適用に関する事項
　　該当事項はありません。
（3）連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、TORIKIZOKU USA INC.の決算日は６月30日であります。連結計算書類の
作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に発生した重要な取引につい
ては連結上必要な調整を行っております。その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と同一であ
ります。

（4）会計方針に関する事項
　　①重要な資産の評価基準及び評価方法
　　　a)有価証券
　　　　その他有価証券
　　　　　市場価格のない株式等
　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
　　　b)棚卸資産
　　　・製品、原材料

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算
定）を採用しております。

　　　・商品
主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法

により算定）を採用しております。
ただし、店舗食材については最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

による簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
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　　　・貯蔵品
主として最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの

方法により算定）を採用しております。
　　②重要な減価償却資産の減価償却の方法

　　a)有形固定資産（リース資産を除く）
建物（附属設備を含む）：定額法
（ただし、2016年３月31日以前に取得した建物附属設備については定率法）

その他の有形固定資産：定率法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物　　　　　　　　　10～20年
工具、器具及び備品　　５～６年

　　b)無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定
額法によっております。

　　c)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　　d)長期前払費用
定額法を採用しております。

　　③重要な引当金の計上基準
　　a)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績により、貸倒懸念債権に
ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

　　b)賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上
しております。

　　c)株主優待引当金
株主優待制度に伴う費用負担に備えるため、将来利用されると見込まれる額を計上しておりま
す。

　　d)役員株式給付引当金
役員の株式給付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上
しております。

e)役員賞与引当金
役員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上し
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ております。
　　④重要な収益及び費用の計上基準

当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容
及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は、以下のとおりであ
ります。

　　a)商品販売及び役務提供
直営店における飲食サービスの提供については、顧客にフード及びドリンクを提供し、対価を
収受した時点で収益を認識しております。

　　b)カムレード契約に基づく加盟金
当社グループはカムレード契約加盟店から、カムレード契約の締結時に加盟金を受領しており
ます。当該加盟金については、契約期間にわたって合理的な基準に基づき均等に収益を認識し
ております。
（注）カムレードチェーンは、新規に加盟店オーナーの募集を行っていない点、当社の経営理

念に共感いただいた加盟店オーナーに限定している点、及び、意見の交換・提案を相互
に行っている点が一般的なフランチャイズチェーンと異なっております。

　　⑤その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
a)退職給付に係る会計処理方法

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計
上しております。また、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に退
職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しておりま
す。

・退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる

方法については、給付算定式基準によっております。
・数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５
年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しておりま
す。

・過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）

による定額法により費用処理しております。
b)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算
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調整勘定に含めております
c)グループ通算制度の適用

当連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税
並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会
計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号　2021年8月12日)を適用しておりま
す。

d)のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、10年間の均等償却を行っております。ただし、その効果の発現する

期間の見積りが可能な場合には、その見積期間で均等償却しております。

2. 会計方針の変更に関する注記
　　該当事項はありません。
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連結貸借対照表計上額 減損損失計上額
店舗に係る固定資産 4,796,676 420,343

３. 会計上の見積りに関する注記
（固定資産の減損）
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（単位：千円）

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは飲食事業を営むために、直営店舗及びタレ工場、本社などの資産を保有しております。
資産グループは、主として各店舗を独立したキャッシュ・フロー生成単位としてグルーピングしており

ます。各店舗における営業損益の悪化又は退店の意思決定等が生じた場合に減損の兆候を識別しており、
資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較した結果、当該割引前
将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下回り減損損失の認識が必要とされた場合には、帳簿価額を回収可
能価額（正味売却価額又は使用価値のいずれか高い価額）まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失とし
て認識しております。

割引前将来キャッシュ・フローは、取締役会で承認された各店舗の将来計画を基礎としており、将来の
経営成績等が見積りと乖離した場合には、固定資産の評価に影響を与え、翌連結会計年度の連結計算書類
に重要な影響を及ぼす可能性があります。

(繰延税金資産の回収可能性)
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産　　　　　　1,123,040千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26

号 2018年２月16日）に定める会社分類に基づき、当連結会計年度末における将来減算一時差異及び税
務上の繰越欠損金に対して、将来の税金負担額を軽減することができる範囲内で計上しております。

当社グループは、繰延税金資産の計上について、将来計画を基礎として作成しており、将来の課税所得
の発生金額や発生時期等の見込みに基づき、回収可能性を十分に検討しております。

ただし、将来の課税所得の発生金額や発生時期等の見込みの変動により、実際に発生した課税所得の時
期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、繰延税金資産の金額に重
要な影響を与える可能性があります。
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商品及び製品 136,767千円
仕掛品 1,270千円
原材料及び貯蔵品 18,019千円

場 所 用 途 種 類

埼 玉 県 店舗（1店舗） 建物及びその他

東 京 都 店舗（22店舗） 建物及びその他

千 葉 県 店舗（4店舗） 建物及びその他

愛 知 県 店舗（3店舗） 建物及びその他

大 阪 府 店舗（1店舗） 建物及びその他

兵 庫 県 店舗（1店舗） 建物及びその他

４. 連結貸借対照表に関する注記
　　棚卸資産の内訳は、次のとおりであります。

５. 連結損益計算書に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。
顧客との契約から生じる収益の金額は「8．収益認識に関する注記　⑴　顧客との契約から生じる収益を分
解した情報」に記載しております。

（2）減損損失に関する注記
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

当社グループはキャッシュ・フローを生み出す最小単位として事業用資産である店舗を基本単位として資
産のグルーピングを行っております。「鳥貴族」の店舗については、営業活動から生じる損益が継続してマ
イナスである資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失
（268,608千円）として特別損失に計上しております。その内訳は、建物250,977千円、工具、器具及び
備品13,418千円、その他4,212千円であります。「TORIKI BURGER」の店舗については、営業活動から
生じる損益が継続してマイナスである資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減
少額を減損損失（151,734千円）として特別損失に計上しております。その内訳は、建物113,409千円、
工具、器具及び備品32,866千円、その他5,458千円であります。

なお、営業活動から生じる損益が継続してマイナスである資産グループの回収可能価額は使用価値により
測定し、将来キャッシュ・フローを10.1％で割り引いて算定しており、当該店舗の資産グループにおける
割引前将来キャッシュ・フローの総額がマイナスとなったものについては、帳簿価額全額を減損損失として
計上しております。
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普通株式 11,622,300株

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

1株当たり
配当額
（円）

基 準 日 効 力 発 生 日

2022年10月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 46,488 4 2022年7月31日 2022年10月27日

2023年３月10日
取締役会

普通株式 利益剰余金 46,488 4 2023年１月31日 2023年４月４日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

1株当たり
配当額
（円）

基 準 日 効 力 発 生 日

2023年10月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 69,733 6 2023年7月31日 2023年10月26日

６. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

（2）剰余金の配当に関する事項
　①配当金支払額等

（注）１．2022年10月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託（BBT）が保有する
当社株式に対する配当金134千円が含まれております。

２．2023年３月10日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式
に対する配当金134千円が含まれております。

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（注）2023年10月25日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託（BBT）が保有する当
　　　社株式に対する配当金201千円が含まれております。
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７. 金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

　①金融商品に対する取組方針
　当社グループの資金運用については安全性の高い預金等に限定し、資金調達については銀行借入等によ
る方針であります。また、デリバティブ取引等の投機的な取引は行わない方針であります。

　②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金及び未収入金は、取引先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関して

は、債権管理規程に従い、管理部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに回
収期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っておりま
す。

差入保証金は、主に賃借店舗の敷金・保証金であり、賃貸人の信用リスクに晒されております。当該リ
スクに関しては、管理部門が主要な賃貸人の状況を定期的にモニタリングし、財務状況の悪化等による回
収懸念の早期把握や軽減を図っております。

買掛金及び未払金は、主に１ヵ月以内の支払期日であります。
借入金は主に設備投資に必要な資金調達を目的としたものであり、償還日は原則として５年以内であり

ます。借入金は、金利変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては管理部門が支払金利の変動
をモニタリングし、金利変動リスクの早期把握を図っております。

預り保証金は、主にフランチャイズ契約に係るものであり、フランチャイズの信用リスクによる影響を
低減しております。

資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）について、当社は、各部
署からの報告に基づき管理部門が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、適切な手許流動性を確
保することで、流動性リスクを管理しております。また、資金調達手段の多様化・各種取引銀行からのコ
ミットメントラインの取得などにより、流動性リスクを軽減しております。

　③金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価等の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することに

より、当該価額が変動することがあります。
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連結貸借対照表計上額
（千円）

 時　　　　　価
（千円）

 差　　　　　額
（千円）

差 入 保 証 金 1,826,276 1,738,120 △88,156

資 産 計 1,826,276 1,738,120 △88,156

長 期 借 入 金(（注）3) 5,759,171 5,747,489 △11,681

預 り 保 証 金 252,671 237,881 △14,790

負 債 計 6,011,842 5,985,370 △26,471

区分 連結貸借対照表計上額（千円）
非上場株式等 500

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金
売掛金
未収入金
差入保証金

8,631,720
857,369
549,670
309,384

-
-
-

407,061

-
-
-

481,383

-
-
-

628,447
合計 10,348,145 407,061 481,383 628,447

（2）金融商品の時価等に関する事項
2023年７月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。

（注）１.現金は注記を省略しており、預金、未収入金、売掛金、買掛金、未払金については、短期間で決済さ
れるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（注）２. 市場価格のない株式等は、上記表中に含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は
以下のとおりであります。

（注）３. 長期借入金には１年内の期限到来分を含めて記載しております。

（注）４. 金銭債権の決算日後の償還予定額
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１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

長期借入金 3,800,314 756,768 722,888 329,183 99,996 50,022

預り保証金 - - - - - 252,671

合計 3,800,314 756,768 722,888 329,183 99,996 302,693

（注）５. 長期借入金及び預り保証金の決算日後の返済予定額

（3）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時

価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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区分
時価（千円）

レベル1 レベル２ レベル３ 合計

差入保証金 - 1,738,120 - 1,738,120

資産計 - 1,738,120 - 1,738,120
長期借入金
預り保証金

-
-

5,747,489
237,881

-
-

5,747,489
237,881

負債計 - 5,985,370 - 5,985,370

・時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
差入保証金

差入保証金の時価は、契約先ごとに、その将来キャッシュ・フローと国債の利回り等適切な指標の利率を基
に割引現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

長期借入金
元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定してお
り、レベル2の時価に分類しております。

預り保証金
これらの時価は、合理的に見積った将来キャッシュ・フローを国債利回り等の適切な指標を基に、割引現在
価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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金額（千円）

直営店
　関西地区
　関東地区
　東海地区
　その他の地区
その他

7,917,479
19,645,090
4,560,690

235,281
1,017,174

顧客との契約から生じる収益 33,375,717

その他の収益 73,369

外部顧客への売上高 33,449,087

当連結会計年度
（2023年7月31日）

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 520,079

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 857,369

契約負債（期首残高） 9,879

契約負債（期末残高） 29,968

8. 収益認識に関する注記

（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「1． 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に
関する注記等　⑷会計方針に関する事項　④重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりでありま
す。

（3）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）

契約負債は、主に顧客からの前受金に関するもの及びカムレード契約締結時に受領するカムレードチェー
ン加盟金の前受に係る繰延収益であります。当連結会計年度に認識された収益のうち期首現在の契約負債
に含まれていた金額は、4,549千円であります。なお、当連結会計年度において、過去の期間に充足した
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当連結会計年度
（2023年7月31日）

1年以内 4,141

1年超2年以内 2,735

2年超5年以内 2,418

5年超 733

合計 10,028

履行義務から、当連結会計年度に認識した収益の額に重要性はありません。

②残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初
に予想される残存期間が１年以内の契約について注記の対象に含めておりません。
当該履行義務は、主にカムレードチェーン加盟店から受領する加盟金は、取引価格の総額を残存履行
義務に配分しており、残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、
以下のとおりであります。

（単位：千円）

（注）カムレードチェーンは、新規に加盟店オーナーの募集を行っていない点、当社の経営理念に共感いた
だいた加盟店オーナーに限定している点、及び、意見の交換・提案を相互に行っている点が一般的な
フランチャイズチェーンと異なっております。
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（1） １株当たり純資産額 594円55銭
（2） １株当たり当期純利益 53円18銭

取得の対価 現金 600,000千円
取得原価 600,000千円

9. １株当たり情報に関する注記

（注）株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託（BBT）が保有する当社株式は、１株
　　　当たり純資産額及び１株当たり当期純利益の算定上、期末発行済株式総数及び期中平均株式数の計算
　　　において控除する自己株式に含めております。

10. 企業結合に関する注記
取得による企業結合
１．企業結合の概要
（1）被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称　　　　　　ダイキチシステム株式会社
事業の内容　　　　　　　　　飲食店経営に係る企画、経営指導等コンサルタント業務及び

フランチャイズチェーンの経営
（2）企業結合を行った主な理由

ダイキチシステム株式会社を当社グループに迎えることにより、国内外食市場での存在感を
より高めるとともにシナジー効果を追求することで、より一層の企業価値向上を実現すること
ができると判断し、同社株式を取得することといたしました。当社グループの企業価値の向上
及び、国内外食市場での存在感をより高めるとともにシナジー効果を追求することを目的とし
ております。

（3）企業結合日　　　　　　　　　2023年１月４日
（4）企業結合の法的形式　　　　　現金を対価とする株式取得
（5）結合後企業の名称　　　　　　結合後企業の名称に変更はありません。
（6）取得した議決権比率　　　　　取得後の議決権比率　100％
（7）取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得したことによるもの
２．連結計算書類に含まれる被取得企業の業績の期間

2023年１月１日をみなし取得日としているため、ダイキチシステム株式会社の2023年１
月１日から2023年７月31日までの業績を当連結会計年度に係る連結損益計算書に含めており
ます。

３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
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流動資産 526,644千円
固定資産 307,384千円
資産合計 834,029千円
流動負債 136,982千円
固定負債 368,980千円
負債合計 505,962千円

４．主要な取得関連費用の内訳及び金額
アドバイザリー費用等　　　9,700千円

５．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
（1）発生したのれんの金額　　　　271,933千円
（2）発生原因　　　　　　　　　　今後の事業展開によって期待される超過収益力により発生

したものです。
（3）償却方法及び償却期間　　　　10年間にわたる均等償却
６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

７．のれん以外の無形資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
フランチャイズ契約　　　　　143,542千円（償却年数５年）

８．企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損
益計算書に及ぼす影響の概算額及び算定方法
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

11. その他の注記
（1）株式給付信託（BBT）

当社は、2016年10月26日開催の第30期定時株主総会決議に基づき、取締役（社外取締役を除
く。）の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値
の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託
（BBT（＝Board Benefit Trust)）」を導入しております。
　①取引の概要

本制度は、当社が定める「役員株式給付規程」に従って、当社の取締役に対して、その役位や業績
達成度等に応じて付与されるポイントに基づき、当社株式を給付する仕組みであります。なお、取締
役が当社株式の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時としております。取締役に対し給付
する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理す
るものとしております。本制度に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を
交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 2015年３月26日）に準じて、総額法
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を適用しております。
　②信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部
に自己株式として計上しております。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数
は、86,698千円及び33,500株であります。

（2）金額の表示単位
金額は千円未満を切捨て表示しております。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（資　 産　 の　 部）

【流　 動　 資　 産】
現 金 及 び 預 金
預 け 金
前 払 費 用
未 収 入 金
そ の 他

【固　 定　 資　 産】
（有 形 固 定 資 産）
建 物
減価償却累計額及び減損損失累計額
建 物 （ 純 額 ）
工具、器具及び備品
減価償却累計額及び減損損失累計額
工具、器具及び備品（純額）
そ の 他
減価償却累計額及び減損損失累計額
そ の 他 （ 純 額 ）

（無 形 固 定 資 産）
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他

（ 投 資 そ の 他 の 資 産 ）
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関係会社長期貸付金
長 期 前 払 費 用
差 入 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

【4,356,238】
3,364,701

4,352
258,776
629,314
99,093

【7,972,862】
（4,224,754）
12,451,519
△8,231,998
4,219,521
86,836
△81,658
5,178
165

△110
55

（19,820）
19,106
714

（3,728,287）
500

1,018,247
575,000
75,815

1,585,949
870,160
6,369

△403,754　

（負　 債　 の　 部）
【流　 動　 負　 債】 【4,258,356】

１年内返済予定の長期借入金 3,766,768
未 払 金 239,887
未 払 費 用 9,006
未 払 法 人 税 等 74,894
未 払 消 費 税 等 28,784
預 り 金 7,326
役 員 賞 与 引 当 金 65,920
株 主 優 待 引 当 金 43,970
資 産 除 去 債 務 13,875
そ の 他 7,922

【固　 定　 負　 債】 【3,054,917】
長 期 借 入 金 1,958,857
役員株式給付引当金 24,016
資 産 除 去 債 務 1,072,043

負 債 合 計 7,313,273
（純  資  産  の  部）

【株　 主　 資　 本】 【5,015,827】
資 本 金 1,491,829
資 本 剰 余 金 1,481,829
資 本 準 備 金 1,481,829

利 益 剰 余 金 2,129,011
そ の 他 利 益 剰 余 金 2,129,011
繰 越 利 益 剰 余 金 2,129,011

自 己 株 式 △86,841
純 資 産 合 計 5,015,827

資 産 合 計 12,329,101 負 債 ・ 純 資 産 合 計 12,329,101

貸　借　対　照　表
（2023年７月31日現在）

（単位：千円）
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( 2022年 8 月 1 日から
2023年 7 月31日まで )

科 目 金 額
営 業 収 益 4,761,280
営 業 費 用 4,819,309
営 業 損 失 58,029

営 業 外 収 益
受 取 利 息 2,504
為 替 差 益 8,171
そ の 他 763 11,440

営 業 外 費 用
支 払 利 息 14,655
支 払 手 数 料 5,862
そ の 他 184 20,701

経 常 損 失 67,290
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 7,289
移 転 補 償 金 32,633 39,922

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 26
減 損 損 失 41,005
関 係 会 社 株 式 評 価 損 10,000 51,032

税 引 前 当 期 純 損 失 78,400
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 △61,869
法 人 税 等 調 整 額 170,736 108,867

当 期 純 損 失 187,267

損　益　計　算　書

（単位：千円）
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( 2022年 8 月 1 日から
2023年 7 月31日まで )
株 主 資 本

純資産合計
資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金 資本剰余金

合　　　計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合　　　計繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 1,491,829 1,481,829 1,481,829 2,409,256 2,409,256 △86,841 5,296,072 5,296,072

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △92,977 △92,977 △92,977 △92,977

当 期 純 損 失 △187,267 △187,267 △187,267 △187,267

当 期 変 動 額 合 計 － － － △280,245 △280,245 － △280,245 △280,245

当 期 末 残 高 1,491,829 1,481,829 1,481,829 2,129,011 2,129,011 △86,841 5,015,827 5,015,827

株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法

有価証券
その他有価証券

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。
　関係会社株式 　　移動平均法による原価法を採用しております。

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

建物（附属設備を含む）：定額法
（ただし、2016年３月31日以前に取得した建物附属設備については定率
法）

その他の有形固定資産　：定率法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10～20年
工具、器具及び備品 ５～６年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５
年）に基づく定額法によっております。

③ 長期前払費用 定額法を採用しております。

（3）引当金の計上基準
①　貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績によ

り、貸倒懸念債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を
計上しております。

②　株主優待引当金 株主優待制度に伴う費用負担に備えるため、将来利用されると見込まれる額
を計上しております。

③ 役員株式給付引当金 役員の株式給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額
に基づき計上しております。

④　役員賞与引当金 役員の賞与支給に備えるため、役員賞与支給見込額のうち当事業年度に負担
すべき額を計上しております。
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繰延税金資産 870,160千円

営業収益 4,761,280千円

（4）重要な収益及び費用の計上基準
当社は、グループ会社への経営指導及び管理業務受託等の役務を提供しております。
当該履行義務は、役務が提供された時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識して
おります。

2.　会計方針の変更に関する注記
該当事項はありません。

3. 会計上の見積りに関する注記
(繰延税金資産の回収可能性)

（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26

号 2018年２月16日）に定める会社分類に基づき、当事業年度末における将来減算一時差異及び税務上
の繰越欠損金に対して、将来の税金負担額を軽減することができる範囲内で計上しております。

当社は、繰延税金資産の計上について、当社グループの将来計画を基礎として作成しており、将来の課
税所得の発生金額や発生時期等の見込みに基づき、回収可能性を十分に検討しております。当社グループ
では、繰延税金資産の回収可能性に関する判断や固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断におい
て、将来の課税所得の発生金額や発生時期等の見込みの変動により、実際に発生した課税所得の時期及び
金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与え
る可能性があります。

４. 貸借対照表に関する注記
　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権　718,509千円

短期金銭債務　184,148千円

５.　損益計算書に関する注記
　関係会社との取引高
　営業取引による取引高
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営業取引以外の取引による取引高 2,492千円

当 事 業 年 度
期 首 の 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度
末 の 株 式 数

自 己 株 式
普 通 株 式 33,564株 - - 33,564株

６. 株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）自己株式数には、株式給付信託（BBT）の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ）が
所有する当社株式が、当事業年度期首に33,500株、当事業年度末に33,500株含まれております。
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（繰延税金資産）
貸倒引当金 123,468千円
減損損失 305,949千円
資産除去債務 332,074千円
会社分割による関係会社株式 184,895千円
繰越欠損金 137,335千円
その他 48,273千円

繰延税金資産小計 1,131,996千円
評価性引当額 △160,500千円

繰延税金資産合計 971,495千円
（繰延税金負債）

資産除去債務に対応する除去費用 △101,335千円
繰延税金負債合計 △101,335千円
繰延税金資産の純額 870,160千円

７. 税効果会計に関する注記
（１）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（２）法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税

及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の
会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年8月12日。以下「実務対応報告第42
号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項（1）に基づき、実務対応報告第42
号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。

－ 30 －



種 類 会 社 等 の
名 称

議 決 権 等 の 所 有
（ 被 所 有 ） 割 合

関 連 当 事 者
と の 関 係

取 引
内 容

取 引 金 額
( 千 円 ) 科 目 期 末 残 高

( 千 円 )

子会社 株 式 会 社
鳥 貴 族

所有
直 接
100%

役員の兼任
営 業 収 益

出向負担金

4,723,504

292,412

未 収 入 金

未 払 金

443,227

129,705

子会社
株 式 会 社
TORIKI 
BURGER

所有
直 接
100％

役員の兼任

営 業 収 益 37,776 未 収 入 金 3,462

資金の貸付 150,000 貸 付 金 575,000

貸倒引当金繰入 403,754 貸倒引当金 403,754

利 息の 受 取 2,492

子会社 TORIKIZOKU 
USA INC.

所有
直 接
100%

役員の兼任 設 立 出 資 400,590

８. 関連当事者との取引に関する注記

取引条件及び取引条件の決定方針等
 (注) １．上記取引について、経営指導料、不動産転貸料を営業収益として計上しております。
　　 ２．上記取引について、持株会社である当社の運営費用及び業務内容又は一般取引条件を勘案

し決定しております。
　　 ３．株式会社TORIKI BURGERに対する資金の貸付利息については、市場金利を勘案して決定

しております。
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（1） １株当たり純資産額 432円82銭
（2） １株当たり当期純損失 16円16銭

９.　収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「1．重要な会計方針に係る事項に関する
注記 ⑷ 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

10.　１株当たり情報に関する注記

(注)株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託（BBT）が保有する当社株式は、１株当たり
純資産額及び１株当たり当期純損失の算定上、期末発行済株式総数及び期中平均株式数の計算において控除
する自己株式に含めております。

11. 企業結合に関する注記
　「連結注記表　10．企業結合に関する注記」に記載しているため、注記を省略しております。

1２.　その他の注記
　金額の表示単位

　金額は千円未満を切捨て表示しております。
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